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宮城県警備業協会 会員の皆様へ 

 

 

令和６年４月１日施行の改正警備業法について（ご連絡） 
                           

警備業法の一部改正により、令和６年４月１日から認定証が廃止されます。 

現在、県警本部で手数料条例の改正等の手続きを行っており、現時点で判明している内容

は、下記のとおりです。 

～ 改正内容 ～ 

○ 認定証の廃止 

認定証の廃止に伴い、認定（更新）の際、認定証の交付はありません。 

○ 認定証再交付申請及び書換申請の廃止 

認定証の廃止に伴い、認定証の再交付申請及び書換申請が廃止されます。 

○ 標識の新設及び掲示 

警備業者は、自ら作成した「標識」を主たる営業所に掲示するとともに、インターネ

ット上でも掲示しなければなりません。 

※インターネット上での掲示は、事業の規模が著しく小さい場合等例外があります。 

 

各種手続き等詳細は、警察本部から説明があった内容をお知らせしてまいります。 

令和６年１月３１日公表された公表された新様式及び通達は、別添のとおりです。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ＳＳＡ  

 

  一般社団法人宮城県警備業協会 

         専務理事 高橋 直嗣 
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【公表された新様式】 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【警察庁通達】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


